
伊 丹 市 障 害 者 雇 用 奨 励 金 交 付 要 綱  
 

（ 目 的 ）  
第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 障 害 者 を 継 続 し て 雇 用 し た 事 業 主 に 対 し ， 予

算 の 範 囲 内 に お い て 障 害 者 雇 用 奨 励 金（ 以 下 ｢奨 励 金 ｣と い う 。）を

交 付 す る こ と に よ り ， 障 害 者 の 長 期 雇 用 の 促 進 を 図 る こ と を 目 的

と す る 。  
 
（ 定 義 ）  
第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該

各 号 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  
⑴  障 害 者  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。   
ア  身 体 障 害 者 福 祉 法 ( 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 )第 １ ５ 条 第

４ 項 に よ り 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者  

イ  知 的 障 害 者 福 祉 法 ( 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 ３ ７ 号 )第 ９ 条 第 ６ 項

に 規 定 す る 知 的 障 害 者 更 生 相 談 所 又 は 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年

法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 児 童 相 談 所 に お い て 知 的

障 害 と 判 定 さ れ ， 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者  

ウ  精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 １ ２ ３ 号 ） 第 ４ ５ 条 第 ２ 項 に よ り 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 の

交 付 を 受 け て い る 者  
 ⑵  重 度 障 害 者  前 号 に 規 定 す る 障 害 者 の う ち ４ ５ 才 以 上 の 者 ，

ま た は 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。  

ア  障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 １ ２

３ 号 。次 号 に お い て「 法 」と い う 。）第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 重

度 身 体 障 害 者  
イ  法 第 ２ 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 重 度 知 的 障 害 者  
ウ  前 号 ウ に 規 定 す る 者  

（ 交 付 対 象 者 ）  
第 ３ 条  奨 励 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は ， 伊 丹 市 内 の 事 業

所 に お い て 障 害 者 を 雇 用 す る 事 業 主 で あ っ て ， 次 の 各 号 の い ず れ に

も 該 当 す る 者 （ 以 下 「 交 付 対 象 者 」 と い う 。） と す る 。  
⑴  当 該 事 業 所 の 労 働 者 の 離 職 状 況 及 び 雇 用 す る 障 害 者 に 対 す る

賃 金 の 支 払 の 状 況 を 明 ら か に す る 書 類 を 整 備 し て い る 事 業 主 で



あ る こ と 。  
⑵  雇 用 保 険 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 労 働 省 令 第 ３ 号 ） 第 １ １ ０

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 就 職 困 難 者 雇 用 開 発 助 成 金 お よ び 雇 用

対 策 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ４ １ 年 労 働 省 令 第 ２ ３ 号 ） 第 ６ 条 の ２ に

規 定 す る 特 定 求 職 者 雇 用 開 発 助 成 金 の う ち ， 障 害 者 を 対 象 と し

た も の（ 以 下「 特 定 就 職 困 難 者 雇 用 開 発 助 成 金 等 」と い う 。）の

交 付 決 定 を 受 け た 事 業 主 で あ る こ と 。  

 

（ 奨 励 金 の 額 ）  

第 ４ 条  奨 励 金 の 額 は ， 交 付 対 象 者 が 雇 用 し た 障 害 者 の う ち ， 次 の

各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 （ 以 下 「 対 象 労 働 者 」 と い う ） １ 人

に つ き 月 額 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 と し ， 予 算 の 範 囲 内 で 交 付 を 行 う 。  

⑴  特 定 就 職 困 難 者 雇 用 開 発 助 成 金 を 事 業 主 が 受 給 す る 際 に ，  
 当 該 助 成 金 算 出 の 対 象 と な っ た 者  

⑵  伊 丹 市 内 に 居 住 し て い る 者  
 

（ 交 付 対 象 期 間 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 期 間 は ， 対 象 労 働 者 を 雇 い 入 れ た 日 翌 月

か ら １ ２ か 月 経 過 後 （ 重 度 障 害 者 の 場 合 は １ ８ か 月 経 過 後 ） の ６

か 月 間 を 第 １ 期 ， そ の 経 過 後 の ６ か 月 間 を 第 ２ 期 と し た １ ２ か 月

間 （ 重 度 障 害 者 の 場 合 は 第 ２ 期 終 了 後 の ６ か 月 間 を 第 ３ 期 と し た

１ ８ か 月 間 ） と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 交 付 対 象 期 間 の 中 途 に お い て 対 象 労

働 者 が 自 己 の 都 合 に よ り 退 職 し た 場 合 に お け る 交 付 対 象 期 間 は ，

退 職 し た 日 の 属 す る 月 の 前 月 （ 退 職 し た 日 が １ ６ 日 以 降 の 場 合 は

そ の 月 ） ま で の 期 間 と す る 。  

３  交 付 対 象 者 が 次 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る と き は ， 当 該 雇 い 入 れ

ら れ る 者 に 係 る 奨 励 金 は ， 交 付 し な い 。  

⑴   過 去 に お い て ， 特 定 就 職 困 難 者 雇 用 開 発 助 成 金 等 又 は 奨 励 金  

 の 支 給 を 受 け た こ と の あ る 事 業 主 が 当 該 対 象 労 働 者 を 再 び 雇 い  

 入 れ る 場 合  

⑵   事 業 主 の 都 合 に よ り 解 雇 し た 者 及 び 定 年 に 達 し た こ と に よ り  

 退 職 さ せ た 者 を 再 び 雇 い 入 れ る 場 合  

 



（ 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 事 業 主 は ， 各 交 付 期 間 に お

い て ， そ れ ぞ れ の 期 末 日 か ら １ か 月 以 内 に ， 伊 丹 市 障 害 者 雇 用 奨

励 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 必 要 な 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 交 付 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は ， そ の 内 容 を 審 査

の う え ， 速 や か に 奨 励 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 し ， 伊 丹 市 障 害 者 雇

用 奨 励 金 交 付 可 否 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

 

（ 請 求 ）  

第 ８ 条  前 条 の 規 定 に よ る 奨 励 金 交 付 決 定 通 知 書 を 受 け た 事 業 主  

は ，速 や か に ，伊 丹 市 障 害 者 雇 用 奨 励 金 交 付 請 求 書（ 様 式 第 ３ 号 ）

に 必 要 な 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 交 付 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 請 求 書 を 受 理 し た と き は ， 速 や

か に 奨 励 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

 

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ０ 条   市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 奨 励 金

の 交 付 決 定 を 取 り 消 し ， 又 は 既 に 交 付 し た 奨 励 金 の 全 部 若 し く は

一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

⑴  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 奨 励 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  
⑵  障 害 者 が 交 付 期 間 内 に 解 雇 さ れ た と き 。  
⑶   前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 市 長 が 奨 励 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認  

め た と き 。  

 

（ 調 査 等 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 補 助 金 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 を 期 す る た め ，

必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 当 該 担 当 職 員 に ， 関 係 帳 簿 書 類 そ の

他 の 物 件 を 調 査 さ せ る こ と が で き る 。  



（ 細 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 実 施 に 関 し 必

要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

  付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 は ， 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 障 害 者 を 雇 い 入 れ た 事 業

主 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 ７ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 ７ 月 ６ 日 以 降 に 障 害 者 を 雇 い 入 れ た 事

業 主 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


